
 

マイナンバーカードによる健康保険証利用について 
 
当院では、マイナンバーカードを利用して健康保険証の資格確認を行うことができます。 
確認は、受診のたびに必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈手続き場所（カードリーダー設置場所）と受付時間〉 
・初回登録：1 階初診窓口（月～土曜日 8：00～17：00） 
・2回目以降：2階エスカレーター横（月～土曜日 8：00～16：00） 

または 1階初診窓口（月～土曜日 8：00～17：00） 
※日祝日、年末年始（12/29～1/3）、大学記念日（5/1・10月第 2 土曜日）を除く 



※各種医療証（公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾病療養受療証 等）は 
マイナ保険証対象外となりますので、すべてご持参いただき従来通り窓口での資格確認となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詳しくは、厚生労働省 マイナ保険証利用について をご確認ください。 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

